
１　策定経過

令和4年（2022）度
6月  8日 第1回健康市民おかやま２１地域連絡会
8月  5日～26日 「健康市民おかやま２１（第２次）最終評価アンケート」

調査実施
9月28日 第1回健康市民おかやま２１推進会議
2月  1日 第1回健康市民おかやま２１活動評価部会
2月28日 第2回健康市民おかやま２１推進会議

令和5年（2023）度
5月 第1回健康市民おかやま２１活動評価部会（書面会議）
6月14日 第1回健康市民おかやま２１地域連絡会
6月20日 第1回職員ワーキング会議
7月  3日 第1回健康市民おかやま２１推進会議
7月11日 第1回健康市民おかやま２１次期計画専門家会議
8月  8日 第1回健康市民おかやま２１次期計画策定市民ワーキング会議
8月  9日 第2回健康市民おかやま２１次期計画専門家会議
8月31日 第2回職員ワーキング会議
10月  5日 第2回健康市民おかやま２１次期計画策定市民ワーキング会議
11月  6日 岡山市保健福祉政策審議会
11月22日 市議会保健福祉・協働委員会
12月  1日～1月5日 パブリックコメント

「健康市民おかやま２１（第３次）」について意見募集
用紙とホームページで市民から意見を募集

12月  8日 第2回健康市民おかやま２１地域連絡会　
1月22日 岡山市保健福祉政策審議会
2月  1日 市議会保健福祉・協働委員会
2月18日 健康市民おかやま２１シンポジウム 

　 ～第２次の成果とこれからを伝える～

次期計画策定プロジェクト会議　計34回

資 料
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２　策定経過図

健康市民おかやま 21
次期計画策定

健康市民おかやま 21
次期計画策定市民ワーキング会議

活動評価部会

職員ワーキング会議

健康市民おかやま 21
次期計画策定専門家会議

市議会保健福祉委員会

岡山市保健福祉政策審議会

行 政市 民

パブリックコメント募集
ホームページ等で次期
計画に関する意見募集

パブリックコメント募集
ホームページ等で次期
計画に関する意見募集

シンポジウム開催
第 2次の成果と、
これからの活動に
ついて意見交換

次期計画策定
プロジェクト会議

健康市民おかやま21推進会議

健康市民おかやま21地域連絡会
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３　策定に関わった組織

（１）健康市民おかやま２１推進会議

健康市民おかやま２１推進会議規約
（目的）
第１条　市民の健康と健康な地域の実現を目指して，市民，職域，行政等が連携を図り，「健

康市民おかやま２１（第２次）」を円滑に推進するため，関係団体，行政機関により
健康市民おかやま２１推進会議（以下「推進会議」という。）を組織する。

（所掌事務）
第２条　推進会議は，健康市民おかやま２１（第２次）の推進について，次に掲げる事項を

所掌する。
（１）関係機関・団体が連携した健康づくり推進に関すること
（２）健康市民おかやま２１（第２次）の普及啓発に関すること
（３）情報交換，活動の推進に関すること
（４）その他この事業に必要な事項に関すること

（組織）
第３条　推進会議は，別表１に掲げる委員をもって構成する。
２　委員の任期は，２年とする。補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。
３　オブザーバーの出席を認める。

（会長等）
第４条　推進会議に会長及び副会長２人を置き，委員の互選によりこれを定める。
２　会長は，推進会議を代表し，会務を総理する。
３　副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代理する。
４　会長，副会長は再任を妨げない。

（会議）
第５条　推進会議は，会長が必要に応じて招集し，推進会議の議長は，会長がこれに当たる。
（関係者の出席）
第６条　会長は，必要に応じて推進会議に関係者の出席を求め，説明又は意見を聴くことが

できる。 
 （部会等）
第７条　第２条の所掌事務に関する事項で課題により関係団体・組織ごとの部会・連絡会を

置く。
（庶務）
第８条　推進会議の庶務は，岡山市保健所健康づくり課において行う。
（その他）
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第９条　この規約に定めるもののほか，その他推進会議の運営等に関して必要な事項につい
ては，会長が別に定める。

附　則
１　この規約は , 平成 21年８月 12日から施行し，平成 25年３月 31日限り，その効力
を失う。

２　規約施行後，最初に選任される委員の任期は第３条第２項の規定にかかわらず，平成
23年３月 31日までとする。
附　則

１　この規約は，平成 24年３月 19日から施行し，平成 25年３月 31日限り，その効力
を失う。
附　則

１　この規約は、平成 25年４月１日から施行する。

別表 1

№ 氏　名 所　属 備 考

1 神田　秀幸 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
岡山大学医学部（公衆衛生学） 会長

2 村上　幸久 健康市民おかやま２１中央地域推進委員会
3 山内　静男 北市民健康づくり会議
4 吉田　一宏 中区健康市民おかやま２１推進会
5 根木　克己 健康市民おかやま２１東区地域推進会議
6 服部　和憲 健康おかやま西２１推進委員会 副会長
7 常國　紘平 いきいき南グループ
8 内藤　秀夫 岡山市医師会
9 宇治　秀樹 岡山市内医師会連合会
10 横山　尚史 岡山市内歯科医師会連合会
11 常國　紘平 岡山市薬剤師会 副会長
12 宇野　富美子 岡山県栄養士会岡山市支部
13 原田　瞳 岡山県看護協会岡山支部
14 石尾　正紀 NPO法人日本健康増進施設協会
15 山本　利一 一般財団法人岡山市スポーツ協会

16 深井　弘子 岡山市国公立園長会
（国公立幼稚園・認定こども園・保育園長会）

17 古元　方人 岡山市小学校長会
18 井上　英次 岡山市中学校長会
19 友延　栄一 岡山市生涯学習課公民館振興室
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№ 氏　名 所　属 備 考

20 森本　章男 岡山市社会福祉協議会
21 安藤　文美　 岡山市愛育委員協議会
22 金光　弘子 岡山市栄養改善協議会
23 小林　香織 岡山市おやこクラブネットワーク
24 髙田　清彦 健康保険組合連合会岡山連合会
25 山口　達明 岡山県厚生農業協同組合連合会
26 波夛　伸司 岡山市食品衛生協会
27 小山　恵子 岡山商工会議所
28 森川　千代 NPO法人健康ライフネット
29 松井　浩明 一般社団法人「健康生きがいづくりおかやま」
30 髙畑　陽子 岡山大学大学院保健学研究科
31 多田　賢代 中国学園大学現代生活学部
32 松岡　宏明 岡山市保健所

（２）健康市民おかやま２１推進会議部会
１）規則

健康市民おかやま２１推進会議部会規則
 （趣旨）
第１条　この規則は，健康市民おかやま２１推進会議規約第７条の規定に基づき，設置する

部会の名称，委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。
（部会の名称及び主な検討分野）
第２条　部会の名称及び検討事項は，次のとおりとする。

名　称 主な検討分野

普及啓発部会  イベントや広報計画含む普及啓発活動

活動評価部会  活動推進の評価に関すること

２　部会における検討事項は，健康市民おかやま２１推進会議（以下「推進会議」という。）
から委ねられた分野に関する事項とするほか，関連する事項について，必要に応じ，検
討協議することができる。

（組織）
第３条　普及啓発部会は委員数 30人以内をもって組織する。活動評価部会は委員数 10人

以内をもって組織する。
２　部会の委員は，推進会議を組織する団体が推薦する者，学識経験者，市民その他会長
が必要と認める者で構成する。
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３　部会の委員の任期は２年とする。ただし，補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。
４　部会における検討と推進会議における検討を円滑に行うため，部会委員は推進会議委
員を兼任することができる。

（部会長等）
第４条　部会に部会長及び副部会長を置く。
２　部会長及び副部会長は，委員の互選によりこれを定める。
３　部会長は部会を代表し，会務を総務する。
４　副部会長は部会長を補佐し，部会長に事故があるときは，その職務を代理する。

（会議）
第５条　部会の会議は，部会長が招集する。
２　部会長は，必要に応じ，部会に関係者の出席を求め，説明又は意見を聞くことができる。

（報告）
第６条　推進会議から委ねられた事項については，必要に応じてその結果を推進会議に報告

するものとする。
（庶務）
第７条　部会の庶務は，岡山市保健所健康づくり課において行う。

附則
１　この規則は，平成 21年８月 12日から施行する。
２　規則施行後，最初に選任された委員の任期は第３条第３項の規定に関らず，平成 23
年３月 31日までとする。

附則
１　この規約は、平成 25年４月１日から施行する。

２）活動評価部会
委員名簿

№ 氏　名 所属 ･役職

1 石尾　正紀 NPO法人日本健康増進施設協会理事
株式会社岡山スポーツ会館営業部 本部長

2 冨岡　加代子 岡山県栄養士会岡山市支部

3 友延　栄一 岡山市生涯学習課公民館振興室

4 中瀨　克己 吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科 教授

5 服部　和憲 市民代表（健康おかやま西 21推進委員会）

6 久松　隆史 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
公衆衛生学分野 准教授
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（３）地域連絡会
委員名簿

№ 氏　名 所　属

1 村上　幸久 健康市民おかやま２１中央地域推進委員会

2 山内　静男 北市民健康づくり会議

3 吉田　一宏 中区健康市民おかやま２１推進会

4 根木　克己 健康市民おかやま２１東区地域推進会議

5 服部　和憲 健康おかやま西 21推進委員会

6 常國　紘平 いきいき南グループ

（４）次期計画策定市民ワーキング会議
委員名簿

№ 氏　名 所　属

1 神田　秀幸 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
岡山大学医学部（公衆衛生学）

2 辻　正子 健康市民おかやま２１中央地域推進委員会
3 萩原　節子 北市民健康づくり会議
4 小林　芳江 中区健康市民おかやま２１推進会
5 安藤　文美 健康市民おかやま２１東区地域推進会議
6 服部　和憲 健康おかやま西 21推進委員会

7 赤坂　裕子
杉山　真一 いきいき南グループ

8 内藤　秀夫 岡山市医師会

9 横山　尚史
熊代　直樹 岡山市内歯科医師会連合会

10 常國　紘平 岡山市薬剤師会
11 宇野　富美子 岡山県栄養士会岡山市支部
12 原田　瞳 岡山県看護協会岡山支部

13 深井　弘子 岡山市国公立園長会
（国公立幼稚園・認定こども園・保育園長会）

14  古元　方人 岡山市小学校長会
15 井上　英次 岡山市中学校長会
16 友延　栄一 岡山市生涯学習課公民館振興室
17 森本　章男 岡山市社会福祉協議会
18 安藤　文美 岡山市愛育委員協議会
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№ 氏　名 所　属

19 金光　弘子
小竹　孝子 岡山市栄養改善協議会

20 小林　香織 岡山市おやこクラブネットワーク
21 髙田　清彦 健康保険組合連合会岡山連合会
22 山口　達明 岡山県厚生農業協同組合連合会
23 波夛　伸司 岡山市食品衛生協会
24 松井　浩明 一般社団法人「健康生きがいづくりおかやま」
25 髙畑　陽子 岡山大学大学院保健学研究科
26 伊達　依桜菜

岡山大学医学部保健学科

27 長尾　優里依
28 栗田　七海
29 二宮　怜愛
30 小野　嘉海
31 小林　由依
32 永海　あすか
33 長子　希
34 枝廣　志歩
35 伊東　桜彩
36 三谷　理貴

岡山大学医学部

37 久保　壮一朗
38 井上　遥平
39 藤原　新月
40 牧山　祐希
41 藤田　健文
42 山村　容加 岡山大学院医歯薬学総合研究科　疫学・衛生学教室

（５）新計画策定専門家会議
委員名簿

№ 氏　名 所　属
1 中瀨　克己 吉備国際大学保健医療福祉学部 看護学科 教授

2 久松　隆史 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
公衆衛生学分野 准教授

3 松岡　宏明 岡山市保健所 所長
4 河本　幸子 岡山市保健所 医療専門監
5 兒玉　とも江 岡山市保健所 医療副専門監
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４　健康市民おかやま２１（第２次）最終評価アンケート調査の概要

（１）調査の目的
健康増進計画である「健康市民おかやま２１（第２次）」が令和５年度で最終年を迎える

にあたり、市民への浸透度や推進状況の評価を行い、次期健康増進計画の策定のための基
礎資料として活用することを目的に実施しました。

（２）調査の対象
　【市民】
市内在住の満 20歳以上の男女 8,000 人を住民基本台帳及び外国人登録データから無作
為抽出
【事業所】
市内で営業している事業所 600カ所を岡山企業年報から無作為抽出
【飲食店】
市内で営業している飲食関係 400カ所を営業許可台帳から無作為抽出

（３）調査の方法
郵送による配付、回収。確認ハガキ送付

（４）調査の期間
令和４年８月５日（金）～令和４年８月26日（金）

（５）回収結果

市民 事業所 飲食店

発送数（通） 8,000 600 400

不着数（通） 37 1 10

有効回収数（通） 2,892 341 129

回収率（％） 36.3 56.9 34.1

（６）その他
性や年齢区分における回収率のばらつきにおいては、性・年齢区分におけるそれぞれの

母集団数に基づいて補正しています。
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